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神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 

障害サービス課長 

 

台風 19 号に関する各事業所等における対応について 

 

日頃から本県の障がい福祉施策に格段の御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

気象情報等によると、台風 19号は 10月 12 日（土）から 13日（日）にかけて関東地方への接近・

上陸が見込まれ、進路によっては県内においても、重大被害や交通への影響などが予想されます。 

 各事業所等においては、警戒を強めるとともに、状況に応じて県及び所在市町村が発表する情報を

注視し、安全を最優先とする対応をとっていただくようお願いいたします。 

 

１ 台風接近時の対応 

 (1) サービス提供の判断 

 気象状況や交通機関の状況から、利用者及び従業員の安全を最優先に考え、サービスの実施に

ついて判断をお願いします。安全にサービスを提供することができないと判断される場合には、

各事業所等の判断により、サービス提供の中止や提供時間の短縮等の対応をとってください。 

 

 (2) サービス提供中の対応 

県及び所在市町村から避難勧告や避難指示が出された場合は、ためらわずに定められている場

所への避難を行ってください。 

また、台風通過後のサービス提供については、事業所及び近隣地域等の被害状況を確認した上

で、再開してください。 

 

２ 事業所の被害状況の報告について 

 今回の台風により、事業所等の施設設備に物損被害が生じた場合、または利用者等に人的被害が

生じた場合は、10月 15 日（火）以降、速やかに所在市町村障害福祉主管課に報告してください。 

 

 

問合せ先 

事業支援グループ（指定障害児入所施設以外） 

電話 045(210)4732 

施設指導グループ（指定障害児入所施設） 

電話 045(210)4705 

管理者様 県所管 


